
第4条2項 第4条2項 水質採水作業実施要領を追記

第4条 第4条4項 作業に先だって・・・・ならないを追記

　　－ 第７条 担当技術者の項目を追記

第7条 第8条3項 テクリスを追記

第9条2項 第10条2項 安全管理計画を追記

第14条 第15条2項 成果品は・・・・使用してはならないを追記

　　－ 第28条 守秘義務の項目を追記

　　－ 第29条 個人情報の取扱いの項目を追記

　　－ 第30条 暴力団員等による不当介入の項目を追記

水質採水作業共通仕様書の改定について
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